
第１章 参加と連携による環境の保全と創造

第１節 環境保全実践活動の推進

１ 環境首都づくり実践活動の推進【環境活動推進課】

私たちを取り巻く環境は、住民の生活、企業の生産活動、行政の施策など、地域で展開される様々

な活動と大きな関わりを持っている。

このため、環境首都憲章及びプランの目指すべき社会を実現するためには、私たち一人ひとりが人

間と環境との関わりについての理解と認識を深めるとともに、県民・事業者・民間団体・行政等がそ

れぞれの主体の特性を活かしながら、あるいは、補完し合いながら、相互に連携して取り組むことが

不可欠である。

また、より多くの県民が環境問題に関心を持ち、自らのライフスタイルや事業活動を見直し、環境

に配慮した行動や環境問題の解決に向けた活動が社会ぐるみで行われ、その取組が県民性として根づ

いていくことが大切である。

このため、県では 「環境月間」や「環境首都・山梨づくり推進大会」の開催などを通じて、県民、

の環境保全への意識の高揚を図っているところである。

主な取り組みとしては、環境保全実践活動の展開を支援・促進するため 「環境首都・山梨づくり、

推進事業費補助金 （平成６年度～）により、市町村（一部事務組合も含む）が地域住民と一体とな」

って実施する先駆的・モデル的など環境保全事業に対して補助を行うとともに（表2-1-1 、民間団体）

が実施する環境保全活動に対しても「山梨県地域活性化促進事業費補助金 （県民生活課：平成13年」

度～）により助成を行っている。

また 地域の民間団体等が開催する環境問題に関する講演会や学習会等に対して講師を派遣する 環、 「

境アドバイザー派遣事業 （平成７年度～）を実施し、地域の環境保全活動を支援しているところで」

ある。

このような施策の展開を行う中、県内各地における環境保全への取組は、個人レベルの取組から広

域的な取組まで様々な形で活発となってきている。さらに、これらの活動が日常生活の中に定着して

いくことをねらいとして、環境美化活動に取り組む一斉活動日を設け 「環境首都・山梨」クリーン、

キャンペーン（平成８年度～）を提唱・実施している。

（１）普及啓発活動

①環境情報提供事業（環境ライブラリー事業 （平成14年度））

○目 的

県民が環境問題に関心を持ち、実践活動に参加し、環境に配慮した生活スタイルへの転換が進む

、 、 「 」よう 広く環境に関する情報を発信することを目的に これまで実施してきた 環境情報コーナー

、 、「 」 。を設置し パネルやビデオテープの貸出しを充実させ ライブラリー事業 として展開している

○内 容

・パネル等の貸出し



各地で行われるイベント等へパネル、環境にやさしい商品等を貸出した。

・移動情報コーナー

公共機関、商業施設など人の集まる場所にパネル、環境にやさしい商品等を展示した（貸出し

を含めて22ヶ所 。）

・ビデオライブラリー

啓発用ビデオのストックを充実し、広く県民の環境学習に活用してもらった（71本貸出し 。）

・パンフレットの提供

、 、 、各種のイベントや 学習活動などに広く利用してもらうため 環境関係の各種のパンフレット

チラシ等をストックし、提供した。

・キャラクターの派遣

環境保全活動の重要性や、参加の方法などを意識させるキャラクターショーを 「県民の日」、

のイベントに派遣した。

・環境情報誌の発行

環境保全に対しての意識を持ってもらうことを第一義に、一般県民を念頭に、環境関係団体、

市町村、県庁各所属を対象として、年２回発行した。

②「県民の日」における環境情報ゾーン（環境広場）の開設（平成14年度）

○目 的

多くの県民が環境問題に関心を持ち、実践活動に主体的に参加し、環境に配慮した生活スタイル

への転換が進むよう、広く環境に関する情報を発信するため、多くの人々が集まる「県民の日」の

イベントにおいて「環境情報ゾーン（環境広場 」を開設し、森林環境部をはじめ、環境に関する）

企業・市民団体等が出展を行った。

○内 容

・出 展 者：森林環境部各課・環境保全活動を行っている企業・市民団体（19団体）

・出展内容：パンフレットの配布、リサイクル製品の紹介、パネル等の展示、スタンプラリー、

模擬店、低公害車の展示、環境キャラクターショー、大道芸など。



（２）環境首都・山梨づくり推進事業費補助金（表2-1-1）

（平成14年度）

市町村名 事業内容 市町村名 事業内容

甲府市 ○台所用水切り袋作成・配布 ○小鳥の巣箱作りと生息調査
○ケナフの栽培 ○やまゆりの保護

○森林保護体験学習
竜王町 ○剪定枝チップ化機会購入

○ごみ分別リーフレット等作成 石和町 ○ごみ減量等のチラシ作成・配
・配布 布

○環境美化啓発ポスターの募集
敷島町 ○ごみ収集ガイドブック等作成 ○アダプトプログラム推進事業

・配布
○資源ごみ収集用コンテナ等購 御坂町 ○分別収集コンテナ等の整備
入

一宮町 ○買い物袋の配布
昭和町 ○ごみ収集ガイドブック作成・ ○リサイクルコンテナの設置

配布
○資源回収ＢＯＸの整備 八代町 ○分別収集コンテナ等の設置
○新聞・雑誌用収集袋の設置 ○資源物回収ガイドの作成・配

布
田富町 ○リサイクルボックス購入

○剪定枝用シュレッダー購入 境川村 ○ごみ減量化・リサイクル学習
○環境講演会・学習会の開催 会

○分別収集マニュアルの作成・
白根町 ○リサイクルステーションの増 配布

設・新設
○環境家計簿の作成 豊富村 ○リサイクルステーションの整

備
櫛形町 ○ＥＭぼかしの普及

○空き缶散乱防止事業 六郷町 ○リサイクル収集倉庫の設置
○リサイクル推進事業

三珠町 ○リサイクルステーション内の
甲西町 ○生ごみ処理機購入 整備

○リサイクル用品の配布
牧丘町 ○ごみ減量化講習会

○生ごみ処理実践学習会 増穂町 ○リサイクル用品の配布
○ＰＲ用トイレットペーパーの ○雨よけシートの設置
作成・配布

韮崎市 ○ごみ分別収集マニュアルの作
三富村 ○家電リサイクル法・容器包装 成・配布

リサイクル法周知パンフレッ ○家電リサイクル法違反シール
トの作成 の作成

○ごみ減量・リサイクル学習会 ○缶つぶし機の購入
○水切り袋の作成・配布 ○環境講座・学習会の開催
○アイドリング・ストップ啓発
チラシ等の配布 明野村 ○エコクッキング教室の開催

○台所用水切りネットの配布
春日居町 ○ごみ減量・リサイクル情報看

板の設置 須玉町 ○水系マップの作成及び水質調
○環境リサイクル情報コーナー 査
の設置 ○リサイクル製品の普及

○川の美化運動 ○買い物袋の作成
○にしき鯉の放流・生息調査
○河川の水質調査



市町村名 事業内容 市町村名 事業内容

長坂町 ○ソーラー発電パネルの設置 小菅村 ○ごみ減量化・リサイクルチラ
○水質等監視及びモニターシス シ等の作成
テムの設置 ○ごみ持ち帰り推進運動

○環境学習会の開催 ○分別回収ボックスの整備
○環境読本の作成 ○間伐材・生ごみリサイクル啓
○環境啓発絵本の作成 発用パンフレットの作成

○環境学習会・美化活動
都留市 ○家電リサイクル法に伴う不法 ○小中学生体験学習

投棄防止看板の設置・啓発チ
ラシの作成 丹波山村 ○マイバックの作成

○自然保護写真展・講演会の開
大月市 ○小型焼却炉等の撤去 催

○アダプトプログラム ○多摩川子どもサミットの開催

秋山村 ○資源ごみ収集案内板の設置 上九一色 ○生ごみ処理機の購入
村

道志村 ○家電リサイクル法に伴う不法
投棄防止看板の設置 忍野村 ○ごみ減量・再資源化ポスター

○生ごみ処理機の購入 の作成・配布

（３ 「環境首都・山梨」クリーンキャンペーン）

快適で美しく安全な環境を保全していくためには、県民一人ひとりが身近な環境の現状とその保全

の必要性を認識するとともに、県内のあらゆる地域で住民による環境を保全し創造するための実践活

動が日常的に行われることが必要である。

既に、県内各地における環境保全活動は、個人レベルでの取組から県境を越えての広域的な視点に

立った取組まで様々な取組が展開されてきているが、さらに、こうした活動が、すべての県民の日常

生活の中に定着していくことが必要である。

このため、平成８年度から、子供から高齢者まで県民参加による環境美化のための一斉活動日を提

唱し、私たちが日頃から慣れ親しみ愛着のある身近な環境での全県一斉クリーンキャンペーンを展開

している。

平成14年度は一斉活動を、５月30日、７月30日、９月30日、11月30日、１月30日、３月30日の年６

回実施した。

環境月間 における取組（４） （５月30日～６月30日）

都市・生活型公害や地球環境問題への関心の高まりに対応し、県土をより美しく快適で住みよい環

境にするためには、経済・社会活動や日常生活を環境に配慮したものに変えていく必要がある。この

ため、環境基本法においても定められた「環境の日（６月５日 」を中心として、ゴミゼロの日(５月）

30日) から６月末までを「環境首都・山梨づくり推進月間」として環境保全に向けた各種行事を実施

している。

平成14年度は、市町村、企業、団体等の協力を得て、次表の行事を実施した。



表2-1-2 環境月間行事一覧

平成14年度

行 事 名 概 要 主 催

環境首都・山梨 子供から高齢者まで県民が参加して、日ごろから慣れ親し 山梨県「 」
ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ んでいる身近な場所の環境美化に取り組む一斉活動の日。 市町村

一日森林環境部長 環境保全意識の高い県民の代表を「一日森林環境部長」に 山梨県
の委嘱 委嘱し、キャンペーン等を行った。

ごみ減量・リサイ 県内主要地域において啓発物品を配布し、ゴミの減量とリ 山梨県
クル推進キャンペ サイクルの推進を呼びかけた。 市町村
ーン

環境首都・山梨づ 環境首都・山梨 づくり推進月間の中心行事として実施 山梨県「 」 。
くり推進大会 ・やまなし環境フォーラム

大山のぶ代さんを講師に招き 「地球にやさしい暮らし、
方」をテーマに講演会を開催。

・山梨県環境保全功績者表彰
、 、環境保全に関する県民等の意識の啓発 高揚を図るため

地域の環境保全に顕著な功績のあった者を知事表彰し
た。

環境情報コーナー 一般県民が多く利用する公共施設などにおいて、環境に関 山梨県
する資料・パネル、環境にやさしい製品等を展示し、環境
問題への意識啓発を図った。

山梨環境科学講座 環境と人の生活との関わりなどについての理解を深め、私 山梨県
たちのライフスタイルや環境に対する働きかけの方法につ
いて考えた。

エコ・クッキング 保健所において、環境にやさしい料理方法の普及を通じて 山梨県
教室 環境にやさしい生活態度を身につけるよう教室を開催し

た。

環境保全のための 環境保全の意識啓発を図るため、新聞広告を掲載した。 山梨県
新聞広告掲載

テレビ、広報紙等 県企画番組、広報紙、新聞等により、環境保全・美化運動 山梨県
による広報 への参加を呼びかけた。

世界のメダカ展 世界のメダカ２５種５０００尾を展示。メダカの住む環境 山梨県「 」
を考える機会とした。

放流キッズ大作戦 小学生による魚の放流を実施し その後河川清掃を行った 山梨県、 。

“人と環境にやさ “人と環境にやさしい交通”県民運動（ノーマイカー運動 山梨県
しい交通”県民運 ・アイドリングストップ運動等）の強調月間として、普及
動強調月間 啓発活動を積極的に行った。

広報・啓発活動 広報、電光掲示板、看板等により、環境保全・ごみ減量等 市町村
を啓発した。

花いっぱい運動 空き地や公園 フラワーポットなどに植花や植樹を行った 大月市、 。
植樹運動 外7市町村



行 事 名 概 要 主 催

環境美化作品 小中学生を対象に「作文の部 「絵画の部」に分け、作品 明野村」
コンクール を募集した。

リサイクル活動 古紙、空き缶、牛乳パック、ペットボトル、布類等の集団 足和田村
有価物の回収 回収を実施。 外5町村

ホタル鑑賞会 地域の河川でホタルの鑑賞会を実施した。 下部町
西桂町
長坂町

不法投棄防止 不法投棄の調査、回収や防止看板の設置を行った。 山中湖村
パトロール 外3市町村

環境セミナー 地球環境の変化についての講演会を実施。 田富町
外2市町村

環境美化功績者の 環境美化功績者の表彰を行った。 明野村
表彰

環境関連施設公開 小学生への環境関連施設の公開を行った。 山中湖村

（５）山梨県環境保全基金

①基金の設置

県民、事業者等に対する環境の保全に関する知識の普及、実践活動の支援、地域に根ざした環境

保全活動を推進することにより、県土の環境の保全を図るため、平成２年３月27日に「山梨県環境

保全基金条例 (以下「基金条例」という) を公布・施行し、基金条例に基づく山梨県環境保全基金

(以下「基金」という）を設置した。

②基金の額

基金の額は、元年度に国の地域環境保全対策費補助金及び地方交付税交付金による財源措置をそ

れぞれ２億円受けて４億円とし、その後、３年度に県が４億円を増額し、14年度末現在で約８億９

百万円となっている。

③基金運用益の処理

基金の運用から生ずる収益は、毎年度の歳入歳出予算に計上し、基金の設置の目的を達成するた

めに必要な経費の財源に充てることとしている。

平成14年度運用益約383万円を活用して、次の事業を実施した。

ア 環境ライブラリー

多くの県民の集まる場所において、環境に関する資料、エコ商品、パネル等の展示、ビデオ上

映等を行い、県民が環境に配慮した生活様式をとることができるよう意識啓発を図った。

イ 環境情報新聞広告

環境月間に新聞広告を実施し、広く県民に環境に関する意識啓発を図った。

ウ 環境首都・山梨づくり推進事業費補助金

市町村等が実施する「環境首都・山梨」づくり推進に資する事業に補助。



２ 県民・事業者・行政のパートナーシップの構築【環境活動推進課】

（１ 「環境首都・山梨」づくりパートナーシップ連絡会議）

①目的・概要

近年、都市化の進展に伴い、大量のごみ処理問題、生活排水による水質汚濁、大気汚染や騒音・

振動問題など、都市生活型の環境問題が深刻化してきている。

こうした問題に適切に対応し、環境の恵みを次の世代に引き継いでいくためには、私たち一人ひ

とりの意識改革が大切であり、人間と環境との関わりについて理解と認識を深めるとともに、それ

ぞれの役割に応じて、出来ることから活動を始めることが重要である。

また、環境保全のための活動は、個人から各種団体まで規模や活動内容が多様化しており、団体

間の連携や情報交換の場づくりが求められている。

こうした状況を踏まえ、県民・事業者・行政のパートナーシップ（協働）のもと、自主的な環境

保全活動を積極的に展開していくことを目的として、平成９年６月５日 「環境首都・山梨」づく、

りパートナーシップ連絡会議(会長：宮川睦武県中小企業団体中央会長)が設立された。

②事業内容

・環境保全に関する活動情報の交換 ・環境に関する情報の収集・提供

・環境保全活動団体の育成・支援

・環境保全活動の推進（サマーエコチャレンジ2002、リサイクル体験ツアー）

・ 環境首都・山梨」クリーンキャンペーン等県との協働事業「

（２）環境に関する企業連絡協議会の活動

「企業の抱える環境問題」を解決するため、県内の企業約372社（平成15年 4月24日現在）で構成

している環境に関する企業連絡協議会（会長：前田芳夫 東日本電信電話㈱山梨支店長）では、次の

活動を行っている。

・アイドリングストップ運動などの活動の啓発、実践

・環境首都づくりに関する各種事業への積極的協力

・各種環境研修会の開催

・環境美化活動の実施

など

３ 民間団体の環境保全活動への支援【環境活動推進課】

（財）やまなし環境財団（財）やまなし環境財団（財）やまなし環境財団（財）やまなし環境財団

本県の恵み豊かな自然環境を守り、快適な環境づくりを進めるためには、自然と共生し、持続的発

展が可能な循環型社会を構築していかなければならない。そのためには、私たち一人ひとりが自らの

生活と環境との関わりを認識し、率先して実践活動を進めていくとともに、県民、事業者、行政など

のパートナーシップ（協働）のもと、環境活動の輪を広げていくことが必要である。

「やまなし環境財団」は、山梨県が民間の篤志家からの寄付をもとに、環境保全に向けた県民の意



識の醸成を図るとともに、民間団体の自発的な環境保全への取り組みを支援することを目的に設立し

たものである。

①財団の概要

・設立年月日 平成９年11月20日

・基本財産 ４億８，１２９万２４４円（平成15年５月21日現在）

・所在地 甲府市丸の内１－６－１（環境活動推進課内）

・理事長 山本 栄彦（山梨県知事）

②財団の事業内容（平成10年度から実施）

ア 環境保全活動支援助成事業

県内で環境保全活動をしている民間団体等が行う実践活動、普及啓発活動、調査・研究活動な

どに助成する。

（助成内容）

○スタートアップ助成

環境保全活動を新たに開始または開始後３年未満の団体等の活動に対して助成

助成率10／10以内で20万円を限度

○ステップアップ助成

環境保全活動を開始後３年以上行っている団体等の活動に対して助成

助成率１／２以内で20万円を限度

※平成14年度は、スタートアップ助成８団体、ステップアップ助成15団体の計23団体に

303万円余を助成

イ 「若宮賞」表彰事業

優れた環境保全活動を行っている個人、団体表彰

（本財団の設立に御協力いただいた方の名前を記念し「若宮賞」としている）

表彰対象

概ね２～３年以上継続して行っている環境保全に関する実践活動で、清掃美化、ごみ減量化

・リサイクル、大気・水質浄化、環境教育等に関する活動を対象とする。

※平成14年度は、１個人、４団体を表彰した。

ウ やまなし環境活動ネットワーク集会の開催

環境保全活動に取り組む民間団体等に交流の場を提供し、参加者の相互理解とネットワークの

形成を目的に開催

※平成14年12月14日に山梨厚生年金会館ウェルシティ甲府において、環境保全活動リレーセミ

ナー等を行い、活動状況等の発表や意見交換により参加者の相互交流を図った。

エ 情報提供事業

環境保全活動を行っている個人・団体又は興味を持っている県民に環境に関する情報を広く提

供するため、財団の事業や活動団体の紹介、県や活動団体等から寄せられた情報等を掲載するホ

ームページを作成し情報発信するとともに、メールによる情報提供を行う。



オ 環境学習支援事業

環境保全活動の実践を推進していくためには、子どもの頃からの環境学習が重要である。そ

のため 「やまなしの環境」ポスターを作成し 「２００２子ども環境白書」とともに配布。、 、

４ 桂川・相模川流域環境の保全【環境活動推進課・大月林務環境部】

相模川は、その源流を山中湖に発し、山梨県内では桂川と呼ばれ、神奈川県に入ってからは相模川

と名前を変え、相模ダム（相模湖 、城山ダム（津久井湖）を経て、平塚市で相模湾に注ぐ全長113Km）

の一級河川である。

両県の県民に過去から現在まで多くの恵みを与え続けている桂川・相模川の流域環境を、将来の世

代にまでかけがえのない資産として引き継いでいくため、上流部の山梨県と下流部の神奈川県が流域

に与えている環境負荷や、その改善のために果たすべき役割を認識したうえで、県域を越えて、流域

の市町村、住民、企業等と一体となって、流域環境の保全に取り組むことを目的に、平成７年９月か

ら両県の共同事業として「桂川・相模川流域環境保全推進事業」を開始した。

この事業では、平成９年度までの３ケ年に、問題提起と合意形成を図るための流域シンポジウムや

流域サミットを開催するとともに、流域の住民や市民団体・事業者・市町村等と一体となったクリー

ンキャンペーン、住民参加型環境調査、パートナーシップ交流等を実施し、併せて流域の全体像を把

握するための流域環境基礎調査や流域環境の保全に関する住民意識調査を実施した。

これらの事業成果を踏まえた上で、事業の最終年度となる平成９年度には、流域全体の環境保全の

ための推進母体として、流域の市町村や市民団体、企業等で構成する流域協議会を設置(平成10年１

月20日)し、平成10年１月31日行動計画となる「アジェンダ２１桂川・相模川」を策定した。平成10

年度からは、この流域協議会として活動を進めている。

平成14年度の主な事業の実施状況は次のとおりである。

①流域シンポジウムの開催

開催日 開 催 場 所 テ － マ 参加者

14年度 14.12.8 大月市御太刀 森・川・海 105人

大月市民会館 との新たな連携

～市民参加による

流域の森づくりと

上下流交流の促進～

②クリ－ンキャンペ－ンの実施

流域で行われるクリーンキャンペーンの情報を整理し、広く県民に周知することにより環境

保全活動への参加を促すとともに、簡易水質検査、水生生物調査等を行い、水質保全をはじめ

とする流域環境保全の重要性についての啓発を行った。



実施個所 参加者

14年度 31 21,301人

③上下流交流事業の実施

上流域の山梨県の住民が下流域を、下流域の神奈川県の住民が上流域を訪ね、共同作業や意

見交換会を行う事業を実施した（各年度相互に各１回 。）

開 催 開 催 場 所 内 容 参加者

14年度 14. 5.25 大月市富浜町鳥沢地内 他 植林作業体験、富士山ボ 134人
ランティア講演 他

14.10.25 神奈川県平塚市(相模湾) 船上観察、パネルディス 123人
カッション 他

５ こどもエコクラブへの支援【環境活動推進課】

目的○

次代を担う子供たち（小中学生）が地域において楽しく自発的に環境学習及び環境保全活動を

行う「こどもエコクラブ」の活動を支援し、その内容充実に資する。

○ 加入状況（平成15年3月31日現在）県内の

・クラブ数…29 ・会員数…629人 （全国：クラブ数…3,993 会員数…77,417人）

内容○事業

・サポーター等研修会

指導者であるサポーターなどを対象に、子供たちの環境学習や活動に対しての支援方法の研

修と、情報の交換を行う。

平成14年11月10日(日) 山梨県立総合女性センター２階工芸・美術室

参加者 こどもエコクラブサポーター、小学校教諭 29名

・県内こどもエコクラブ交流キャンプ

こどもエコクラブのメンバーやサポーターが交流を深めるとともに、自然の中で各種の体験

を通して、今後の環境保全活動の一層の促進を図る。

平成14年8月3日(土)～4日(日) 山中湖畔、撫岳荘キャンプ場

参加者 こどもエコクラブメンバー及びサポーター 67名

・子どもエコクラブ全国フェスティバルｉｎさせぼ

「子どもエコクラブ全国フェスティバルｉｎさせぼ」大会に県内の「こどもエコクラブ」４

クラブが参加した。



６ ふれあいの森林と人づくりの推進【林業振興課】

「ふれあい地域（里山森林 」に対する森林の保全・整備や利用を推進するとともに、県民への森）

林情報提供や森林ボランティア等人材の育成を図るため、平成14年度に次の事業を行った。

（１）100万本植樹運動事業

（ ） 、 、恩賜林御下賜100周年 平成23年 に向けて 一般県民や森林ボランティアによる植樹運動を行い

県民参加による森林づくりを推進した。

（２）森林ボランティア支援事業

県民が林業体験を通して、森林・林業に親しみながら認識を深め、ボランティアとして自発的・積

極的に森林づくりを行う「フォレスト・サポートクラブ」を育成するための支援を行った。

（３）みどりのインストラクターバンク事業

森林・林業・緑化等に専門技術・知識を備えた人材（指導林家、青年林業士、樹木医、森林インス

トラクター、林業研究グループリーダー、林業技士、林業技術士、みどりの指導員）の中から 「み、

どりのインストラクター」として登録し、林業普及指導活動を支援した。

７ 環境に配慮した率先行動計画の実践【森林環境総務課】

都市・生活型公害などの身近な環境問題から地球温暖化などの地球環境問題まで幅広く、また、原

因者が多岐にわたる今日の環境問題を解決するためには、県民、事業者、行政といった社会のあらゆ

る主体による環境保全に向けた積極的な取組が求められる。

こうした中、県も事業者・消費者としての立場で、環境保全に向けた具体的な取組として、国や全

国の地方自治体に先立ち、平成７年３月、職員の環境保全に向けた行動指針である「オフィスアジェ

ンダ２１・やまなし」を策定し、職員の自主的・積極的な取組を促進してきたところである。

これは、県庁における執務について、省資源・省エネルギー、ごみの減量化とリサイクルに関して

職員が身近に実践することができる取組を21項目にまとめたものである。

その後、平成７年６月に「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための

行動計画 （いわゆる国の率先実行計画）が策定されると、全国の地方自治体においてもこのような」

計画が策定されるようになった。

国の率先実行計画は、物品等の購入・使用や建築物の建築・管理等に当たっての環境配慮、環境保

全に関する職員研修の実施、計画の推進・点検体制の整備等について規定し、電気、用紙類、上水、

燃料等の使用量の削減、事務所から排出される廃棄物の量の削減等の10項目について数値目標を設定

したものである。

本県では、この「オフィスアジェンダ２１・やまなし」をより発展させ、さらに実効性を高めるた

め、数値を含んだ目標の設定、推進・点検体制の充実を盛り込んだ行動計画を策定することとし、平

成10年度に庁内検討を行い、平成11年７月に、環境管理システムの国際規格であるＩＳＯ14000シリ



ーズを基本とした「山梨県環境保全率先行動計画」を策定し、実践している。

この計画は、自ら率先して消費者、事業者としての立場で省資源・省エネルギーの推進、環境に配

慮した製品の購入・使用（グリーン購入）の推進、廃棄物の減量化・リサイクルの推進、環境に配慮

した県有施設の整備などに取り組むことなどを環境方針とし、原則として県のすべての部門（公の施

設及び病院などもっぱら県民の利用に供される施設については管理部門のみ）を対象として推進して

おり、平成13年３月に、重油・灯油・ガソリンなどの燃料使用量の削減目標を新たに盛り込み、温室

効果ガス総排出量削減を目指して取り組むこととした。また、平成14年９月に、率先行動計画の透明

性と実効性の向上を図るため、外部評価員２名を委嘱し、県本庁舎と北巨摩合同庁舎、山梨県工業技

術センター、甲府西高等学校で外部評価を実施した。

このような取り組みを続けるとともに、環境保全に対する職員の意識をより一層改革し、率先行動

計画の信頼性と成果の向上を図るために、平成15年度中に本庁舎及び北巨摩合同庁舎において、ISO1

4001の認証を取得することとした。

平成14年度山梨県環境保全率先行動計画実績

年 度 電 気 量 ( k w h) 10 年 度 比 H 1 5 目 標 値
H 1 0 4 1 , 1 5 5 , 3 0 6 0 % - 5 %
H 1 1 4 0 , 6 0 0 , 8 7 3 - 1 . 3 5 %
H 1 2 4 0 , 1 5 8 , 1 8 9 - 2 . 4 2 %
H 1 3 4 0 , 3 4 5 , 8 9 6 - 1 . 9 7 %
H 1 4 4 1 , 6 5 9 , 4 8 7 1 . 2 3 %

年 度 燃 料 （ L） 10 年 度 比 H 1 5 目 標 値
H 1 0 4 , 3 7 9 , 1 3 4 0 % - 5 %
H 1 1 4 , 3 9 1 , 6 0 3 0 . 2 8 %
H 1 2 4 , 4 8 7 , 4 1 9 2 . 4 7 %
H 1 3 4 , 2 7 1 , 1 4 7 - 2 . 4 7 %
H 1 4 4 , 0 4 1 , 0 0 6 - 7 . 7 2 %

年 度 コ ピ ー 用 紙 ( 枚 ) 10 年 度 比 H 1 5 目 標 値
H 1 0 9 4 , 8 0 9 , 0 6 3 0 % - 1 0 %
H 1 1 9 8 , 3 4 4 , 1 2 4 3 . 7 3 %
H 1 2 9 2 , 2 7 3 , 4 4 2 - 2 . 6 7 %
H 1 3 9 5 , 5 0 7 , 3 8 4 0 . 7 4 %
H 1 4 9 5 , 1 3 9 , 1 0 6 0 . 3 5 %

年 度 可 燃 ゴ ミ ( k g ) 1 0 年 度 比 H 1 5 目 標 値
H 1 0 1 , 1 4 8 , 2 8 0 0 % - 1 0 %
H 1 1 9 6 2 , 5 1 7 - 1 6 . 1 8 %
H 1 2 9 6 8 , 4 2 1 - 1 5 . 6 6 %
H 1 3 9 2 2 , 1 6 4 - 1 9 . 6 9 %
H 1 4 9 4 8 , 4 6 6 - 1 7 . 4 0 %

年 度 ﾘ ｻｲ ｸ ﾙ 率 目 標 値
H 1 0 1 9 . 9 6 %
H 1 1 3 1 . 8 9 %
H 1 2 3 3 . 4 3 % 6 0 %
H 1 3 4 2 . 1 1 %
H 1 4 3 8 . 4 6 %

年 度 C O2 排 出 量 （ t） 10 年 度 比 H 1 5 目 標 値
H 1 0 2 6 , 8 0 5 0 % - 5 %
H 1 1 2 6 , 6 4 0 - 0 . 6 1 %
H 1 2 2 6 , 7 3 4 - 0 . 2 6 %
H 1 3 2 6 , 1 6 0 - 2 . 4 0 %
H 1 4 2 6 , 0 4 8 - 2 . 8 2 %

1 . 2 3 %

- 2 . 4 2 %

0 %
- 1 . 9 7 %

- 1 . 3 5 %
- 5 %

0 %

5 %

系 列 1 0 % - 1 . 3 5 % - 2 . 4 2 % - 1 . 9 7 % 1 . 2 3 %
H 1 0 H 1 1 H 1 2 H 1 3 H 1 4

2 . 4 7 %

- 2 . 4 7 %

0 . 2 8 %0 %

- 7 . 7 2 %

- 1 0 %

0 %

1 0 %

系 列 1 0 % 0 . 2 8 % 2 . 4 7 % - 2 . 4 7 % - 7 . 7 2 %
H 1 0 H 1 1 H 1 2 H 1 3 H 1 4

0 %

3 . 73 %

0 . 35 %

0 . 7 4 %

- 2 . 6 7 %
- 5 %

0 %

5 %

系 列 1 0 % 3 . 7 3 % - 2 . 6 7 % 0 . 74 % 0 . 35 %
H1 0 H 1 1 H 1 2 H1 3 H1 4

- 1 7 . 4 0 %
- 1 5 . 6 6 %

- 1 9 . 6 9 %

0 %

- 1 6 . 1 8 %
- 2 0 %

- 1 0 %

0 %

系 列 1 0 % - 1 6 . 1 8 % - 1 5 . 6 6 % - 1 9 . 6 9 % - 1 7 . 4 0 %
H 1 0 H 1 1 H 1 2 H 1 3 H 1 4

3 8 . 4 6 %

4 2 . 11 %

3 3 . 4 3 %3 1 . 89 %
1 9 . 96 %

0 %

3 0 %

6 0 %

系 列 1 1 9 . 96 % 3 1 . 8 9 % 3 3 . 4 3 % 4 2 . 11 % 3 8 . 46 %
H1 0 H 1 1 H 1 2 H1 3 H1 4

- 2 . 8 2 %
- 2 . 4 0 %

- 0 . 26 %- 0 . 6 1 %
0 %

- 5 . 0 %

- 2 . 5 %

0 . 0 %

系 列 1 0 % - 0 . 6 1 % - 0 . 26 % - 2 . 4 0 % - 2 . 82 %
H1 0 H 1 1 H1 2 H 1 3 H1 4



第２節 快適な環境づくり

１ やまなし景観づくり

（１）山梨県景観条例に基づく取組【みどり自然課】

本県は、富士山、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父などの雄大な山岳を背景とした眺望やこれらを源と

する河川や渓谷、歴史の流れを感じさせる神社仏閣や遺跡、街道に残る宿場の町並みなどの歴史的文

化的資産にも恵まれ、豊かな自然が織りなす美しい景観に恵まれている。また、甲府盆地一帯には、

桃やぶどうなどの果樹や田畑など多様で豊かな、個性的な景観が展開している。

このような、優れた景観を後世に継承するとともに、県民にとって魅力ある景観を創造し、快適な

環境を形成するため平成２年10月 「山梨県景観条例」が制定された。、

この条例では

①景観形成地域の指定

②大規模行為に関する景観形成

③公共事業等に関する景観形成

④景観形成住民協定

などを柱としており、これまで、清里景観形成地域における届出に基づく指導、大規模行為の届出に

基づく指導、公共事業による景観形成、景観形成住民協定の認定、市町村景観ガイドプラン策定事業

への助成などの取組を行ってきた。

平成14年度の主な状況は次のとおりである。

①清里景観形成地域から、平成14年度には30件の届出があった。

②大規模行為については、平成14年度に88件の届出があった。

③公共事業については、農政部、森林環境部、土木部において景観に配慮した事業が行われた。

④住民協定は、平成14年度までに次の12地区で締結されている。

早川町赤沢地区、足和田村西湖南地区、櫛形町あやめが丘地区、勝山村旭南地区、白州町台

ヶ原地区、増穂町大椚地区、勝沼町等々力地区、芦川村新井原地区、増穂町長沢地区、勝山村

浜町地区、八代町奈良原地区、下部町下部湯町地区

⑤市町村が地域の景観特性を踏まえ、独自に景観形成の基本方針を策定する市町村景観ガイドプ

ラン策定事業については、平成14年度末で53市町村が策定済みである。

（２）屋外広告物の適正化【建築指導課】

屋外広告物は、県民の日常生活に必要な情報を提供する媒体の一つであるとともに、地域の活性化

や個性化に大きな役割を果している。しかし一方で、無秩序な掲出は地域の美観や自然景観を損なう

ばかりでなく、場合によっては公衆への危害を及ぼす危険性を生じさせることとなる。このため、屋

外広告物条例を定め、地域の良好な景観や美観保持等のため、規制を行うとともに、定期的な監視及

び研修会や講習会を開催し、普及啓発に努めているところである。

更に「地域の美化は地域から」を前提にして、取締りの一部をボランティアとして一般県民に委嘱

している。



今後も指導、取締り及び啓発を強化していくとともに、これらが美しいまちなみを演出するものと

なるような施策を実施していく。

（３）公共事業における景観形成

①農村景観形成事業【耕地課】

この事業は、県内の農山村が、長い時間をかけて形成してきた固有の特徴ある景観を、県民の貴

重な財産として将来に亘って整備、保全、育成し、農山村の環境をより良いものにしていくために

実施している。

また、この事業を地域のむらづくりとも関連させて、集落機能を維持・強化するとともに、地域

の活性化を促すことにも力を入れている。

平成14年度には、牧丘町、櫛形町、豊富村、大泉村で県営県単事業として実施した。

②林業施設景観形成事業【治山林道課】

本県は周辺の山岳や湖沼など様々な自然が織りなす豊かな自然景観に恵まれている。この豊かな

自然と優れた景観を維持し、保全していくため、林道事業及び治山事業にかかる施工箇所、施設等

で眺望上景観形成が必要なものについて、自然と調和した修景工事を行っている （表2-1-3）。

また、更に森林の持つ多面的な機能の総合的な発揮と均衡ある県土の保全を図るため、森林の環

境保全機能と景観機能の強化に向けた施業を実施している。

表2-1-3 林業施設景観形成事業実績 単位：千円

平成14年度 備 考

林道修景事業 58,561 法面対策工

治山修景事業 19,346 治山ﾀﾞﾑ対策工等

県有林野内修景事業 8,124 樹木の植栽、枝払い除間伐等

計 86,031

③人と自然にやさしい森林環境整備事業【治山林道課】

森林や山村地域に設置された治山施設や林道は、県土の保全や林業・山村の振興に大きな役割を

果たしている。しかし、設置した施設の一部には年月の経過等により人の利用に支障が生じたり、

周囲の環境や景観上の配慮が不足しているものがある。このため、生態系や森林環境への負担の少

ない資材や工法を取り入れながら、林道、治山施設等の改良や簡易な工作物の設置を行うことによ

り、人と自然にやさしい森林環境整備を行っている （表2-1-4）。

表2-1-4 人と自然にやさしい森林環境整備事業 単位：千円

年度 事業費 箇所 備 考

木製階段工・木製逸脱防止柵・木製

平成１４年度 １０９，７８０ １４ ブロック積工・丸太床固工・木製流

路工・法面保護工・防火水槽 等



【土木総務課】④土木施設景観形成事業

山梨県景観条例に基づく公共事業等景観形成指針に則り、公共土木施設の景観の保全と創造を図るた

め、平成３年度から事業を実施している。（表2-1-5）

多くの人々の目に触れる道路・河川・公園等の公共土木施設について、これらの景観が見る人々の目を

和ませ、利用する人々の心と触れ合って、ぬくもりが感じられる快適な施設となるよう実施する。

《平成14年度》

２箇所○まちづくり特別対策事業

事業内容 歩道修景、道路付属施設のデザイン化等

○ふるさとづくり事業 ４箇所

事業内容 歩道修景、河川の低水護岸・階段・植栽等

○共生のまち推進事業 ２箇所

事業内容 電線類地中化等

○地方特定河川等環境整備事業 ８箇所

事業内容 河川敷の園路広場・散策路、堰堤緑化工等

○地域活性化事業 20箇所

事業内容 歩道修景、道路付属施設のデザイン化、河川の親水護岸等

○一般景観形成事業 31箇所

事業内容 コアロード、歩道橋リフレッシュ、デザイン街路灯等

○維持管理的景観形成事業 24箇所

事業内容 県管理の国県道・河川等の街路樹の消毒・整枝、花木の植栽等

表2-1-5 土木施設景観形成事業費年度別推移 単位：千円

当初予算 補正予算 年度合計

予算額 箇所数 予算額 箇所数 予算額 箇所数

平成３年度 2,000,000 69 2,000,000 69

平成４年度 2,500,000 98 440,000 2 2,940,000 100

平成５年度 3,000,000 111 341,000 10 3,341,000 121

平成６年度 3,000,000 131 129,000 3 3,129,000 134

平成７年度 3,000,000 128 875,000 35 3,875,000 163

平成８年度 3,000,000 128 602,000 8 3,602,000 136

平成９年度 3,000,000 127 440,000 5 3,440,000 132

平成10年度 3,000,000 117 3,000,000 117

平成11年度 2,593,000 86 2,593,000 86

平成12年度 2,603,000 91 2,603,000 91

平成13年度 2,355,000 92 2,355,000 92

平成14年度 2,239,000 91 2,239,000 91



（４）市町村景観形成資金の貸付け【市町村課】

山梨県景観条例の施行に伴い、多様で豊かな本県の景観を共有の財産として保全するとともに、個

性豊かで魅力ある景観を創造するために、市町村が行う景観形成関連公共施設整備事業に対する貸付

金として、平成３年度に市町村振興資金の中に創設された。

また、この景観形成資金の元利償還金の20％について元利補給を行うことにより、市町村を財政的

に援助するとともに、景観形成の促進を図ることとした。特に、景観形成指定地域に係るものについ

ては元利補給率を40％に引き上げている。

この資金の貸付対象事業は

①市町村道・橋りょうのグレードアップ、植栽、歩道のカラー舗装、法面・歩道橋の修景、街路

樹の設置等

②小規模河川の護岸・堤防の修景、緑化

③街角公園等の整備、モニュメントの設置

④遊歩道・石畳等の設置、水路の改修

⑤その他公共施設の修景等景観形成事業

となっている。

貸付条件は、充当率が貸付対象事業費の75％、貸付利率は貸付日現在における財政融資資金貸付利

率の0.5％（下限0.1％）減とし、償還方法は10年の元金均等償還であり、貸付枠は２億５千万円とな

っている。

２ やまなしの歴史文化公園の整備【みどり自然課】

本県は、富士山をはじめ、八ヶ岳、南アルプス、秩父山系等の山々に囲まれた美しい自然環境に恵

まれており、この恵まれた風土のなかで育み、築かれてきた歴史的文化的資産も豊富である。

このような郷土の歴史的文化的資産と周囲の自然景観が一体をなしている地域を「やまなしの歴史

文化公園」として指定（平成15年３月末現在：26市町村の25公園）し、その保全と適正な活用を図っ

ていこうとするものである （表2-1-6）。

各地域では、これらの公園のもつ歴史的文化的資産を再認識し、住民自ら守り育てていく気運を高

めるための取組が行われている。

○ 鰍沢町の「富士川舟運と河津の町・鰍沢」では、舟運により物資等の交流が盛んであったが、

特に塩にゆかりのある長野県高遠町、静岡県富士川町との３町で塩の道交流会を開催している。

○ 長坂町の「オオムラサキの里」では、名水と国蝶オオムラサキの里まつりやグリーンフォーラ

ムを開催している。

○ 竜王町「信玄堤」では、自然資産や歴史的資産等を解説するガイドを配置するなど、それぞれ

の歴史文化公園において、郷土の貴重な資産として住民が広く親しめる公園となるようその保護

思想の普及に努めている。



表2-1-6 やまなしの歴史文化公園指定状況

指定年月日公園名 市町村名 区 域 面積ha

えんざん 塩山市 塩の山、清水寺、恵林寺、放光寺、向嶽 約 327 S60.2.20
寺等で囲まれた地域

猿橋・岩殿 大月市 猿橋、岩殿山等を中心とする地域一帯 約 360 〃

武田の里 韮崎市 武田八幡神社、願成寺、新府城跡を中心 約 975 〃
とする地域一帯

桃の里・ 一宮町 一宮浅間神社、甲斐国分寺跡、青楓美術 約 300 〃
甲斐いちのみや 館等を中心とする地域一帯

若彦路の里 八代町 古道「若彦路 、銚子ヶ原等を中心とする 約 450 〃」
地域一帯

森とやすらぎの 身延町 身延山久遠寺、南部氏館跡、民族資料館 約 900 〃
里・みのぶ・は 早川町 等を中心とする一帯と七面山参拝道の赤
やかわ 沢地区を中心とする地域一帯

信玄堤 竜王町 信玄堤の自然と歴史、慈照寺、山懸神社 約 200 60.2.20
等を中心とした地域一帯

ｵｵﾑﾗｻｷの里 長坂町 オオムラサキの棲息地、清春美術館等を 約 50 〃
中心とした地域一帯

武田の杜・甲府 甲府市 武田氏館跡、円光院、大泉寺、長禅寺、 約 3,500 60.12.27
、 、 、 、城跡 法泉寺 深草観音 河尻塚 こどもの国

樹木見本園、鳥獣センタ－、健康の森等
を中心とした一帯

日下部の里 山梨市 清白寺、窪八幡神社、大嶽山、山梨岡神 約 500 〃
社、差出の磯、万力林、八日市場跡、石
森山、千鳥湖、田安陣屋跡、大石山の奇
石群等を中心とした地域一帯

日川渓谷と武田 大和村 景徳院、栖雲寺、氷川神社、竜王神社、 約 350 〃
の秘境 鳥居畑古戦場、竜門峡、日川渓谷レジャ

－センタ－等を中心とした一帯

御坂路 御坂町 国衛、美和神社、熊野神社、桧峯神社、 約 1,000 〃
姥塚 、御坂城跡、鎌倉街道石畳等を中心
とした地域一帯

木喰のふる里 下部町 木喰上人作仏像及び遺品、四国堂、五智 約 450 〃
如来像、方外院千匹堂、下部温泉、ヤマ
メの里等を中心とした地域一帯

南部氏の郷 南部町 南部氏館跡、南部氏供養塔、内船寺、妙 約 140 〃
浄寺、円蔵院等を中心とした地域一帯

いずみの里 大泉村 道喜院 安楽寺 逸見神社 八ヶ岳神社 約 750 〃、 、 、 、
金生遺跡、谷戸城址、川俣渓谷、天女山
等を中心とした地域一帯

甲斐源氏の里 市 川 青州堤押切刑場跡、平塩の岡、旧河内路 約 2,000 63.3.18
大門町 沿いの石かん、古城山の砦跡、四尾連湖

等を中心とした地域一帯



指定年月日公園名 市町村名 区 域 面積ha

富士の里 富 士 北口本宮富士浅間神社、サン・パ－ク富 約 1,540 H1.2.17
吉田市 士（御師の家、郷土資料館等 、パインズ）

パ－ク、富士北麓公園等の吉田口登山道
を中心とした地域一帯

つ る 都留市 勝山城址 谷村陣屋 田原の滝 蒼竜峡 約 296 1.2.17、 、 、 、
尾県郷土資料館等を中心とした地域一帯

まきおか 牧丘町 中牧神社、小田野山城跡、鍵縣の関跡、 約 4,008 〃
牧丘芸術村等を中心とする地域と乙女高
原等を中心とした地域一帯

心のふるさと 境川村 坊ヶ峯、聖応寺、金刀比羅神社、三椚熊 約 1,100 〃
境川 野神社、一の沢遺跡、飯田龍太邸等を中

心とした地域一帯

上九一色 上 九 富士山原生林、精進湖、本栖湖、築石、 約 251 〃
一色村 石塁、水泰寺釈迦堂、吉祥寺、耕念寺、

城山城跡、カヤ葺き民家の集落等旧中道
往還沿いの地域一帯

みたまの里 三珠町 表門神社、大塚古墳群、一条氏館跡、薬 約 1,470 〃
王寺八ノ宮御座所、歌舞伎文化公園、芦
川渓谷等を中心とした地域一帯

富士川舟運と 鰍沢村 鰍沢河津跡、角之倉の碑、口留番所跡、 約 1,100 〃
河津の町・鰍沢 七面堂、蹴裂明神、大法師公園等を中心

とした富士川沿いの地域一帯

のろしの里 須玉町 若神子城、旧津金学校、海岸寺、獅子吼 約 5,020 10.1.29
すたま 城等を中心とした 「のろし台」ルート沿、

い、須玉川、塩川流域と佐久往還と小尾
街道の沿線を軸とした地域

古代甲斐の里か 春日居 ①山梨市との境に面し、ＪＲ中央線を挟 約 442 13.1.9
すがい 町 んだ南北の地域

郷土館、熊野神社②ＪＲ中央線の南に面し
等を中心とする地域
③ＪＲ中央線の北に面し立川不動尊から長谷寺
方面へ北上する地域の３つの地域からなる。



３ 身近なみどりの保全・創造

（１）みどりの街並み計画の推進【みどり自然課・都市計画課】

本県は多様で豊かな自然と美しい景観に恵まれているが、市街地では、都市化の進展などに伴い自

然との共生を感じる身近な緑が減少しつつある。

都市の緑は、植物のCO の吸収と蒸発散作用等によるヒートアイランド現象の緩和、避難空間の２

形成や延焼防止等による防災性の向上、潤いのある都市景観の形成など多様な機能を有しており、さ

らには、住民が身近に親しめる多様なレクリェーションや自然とのふれあいの場の創出等、快適で安

全な都市生活を実現するうえで、欠かせない重要な役割を果たしている。

こうしたなかで、近年、県民の緑に対する意識が次第に高まりつつあり、都市における現存する貴

重な緑の保全とともに、積極的な緑の創出が求められてきている。

このため、県では「環境首都・山梨」にふさわしい、緑に包まれた快適な都市環境を創造するため

「みどりの街並み計画」を策定した。

これは、みどりの創出、みどりの保全、みどりを育てる仕組みの３つの柱によって構成されており

都市における環境保全、都市景観、防災等の諸機能を効果的に発揮できるよう長期的視点にたって、

系統的に緑地を配置し、県、市町村、住民が一体となって積極的に緑化を推進していくものである。

○みどりの街並み計画の概要

◆ 都市のみどりの創出

都市公園の整備を進めるとともに、県有施設等公共施設の緑化、街路樹等による道路の緑化、

水辺空間と一体となった河川沿いの緑化など、豊かさを実感できる身近な空間における緑の整

備を計画的、系統的に推進する。また、緑地協定や景観形成住民協定の締結による住民の自主

的な緑化を推進するなど、民間のみどりの整備を促進する。

◆ 都市のみどりの保全

都市の良好な自然的環境を保全するため、緑地保全地区の指定や風致や景観に優れた地区につ

いて風致地区の指定、見直しを行うとともに、貴重な緑地の公有地化、市町村の緑化保全事業

の支援など、みどりの資源を保全し保護育成を図る。

◆ みどりを育てる仕組み

不要樹木の有効活用を図るグリーンバンク制度の拡充や緑の募金、緑の基金事業の充実など、

緑化推進体制の整備を進めるとともに、普及啓発活動を通じて地域住民の緑化に対する関心を

広げ、住民参加により行政と一体となつた緑化の推進を図る。

さらには、みどりづくりの意義を理解し、住民による自主的なみどりづくりの展開がされるよ

う、その環境整備を進めていく。また、みどりの質を維持向上させるため、管理体制の充実を

図る。

◆ 施策の展開

県では各種緑化施策を展開し、質の高いみどりの創出、保全を進めるとともに、市町村や民間

のみどりづくりの関心を高めるため、市街地緑化のモデル事業として、市街地の緑豊かな沿道

空間の形成をなす一定の道路軸、潤いのある市街地空間の形成をなす河川軸、また、みどりの



少ない地域を緑化重点地区として設定し、パイロット事業を実施している。

平成１４年度パイロット事業実績

路線・川名 箇 所 事 業 概 要
貢川 L=672m甲府市貢川地内 右岸堤防法面盛土・高木植栽

ソメイヨシノ１３５本 サツキ１３４０本

L=177m県道田富町敷島線 竜王町玉川地内 植樹帯の拡幅・高木植栽

ハナミヅキ５６本 サツキ２８２本

L=177m県道河口湖上九一色線 河口湖町河口 県道沿い民有地の緑化（住民協定締結）

かえで６本 ドウダン１４００本サツキ８９０本

（２）公園・緑地の整備【都市計画課】

地域の自然や歴史、産業などの特色を生かし、広域的な利用に供する大規模な公園の整備を進める

とともに、街角等に市町村が設置する身近な都市公園の整備を進める。

①大規模な公園の整備

良好な風致・景観を備えた地域環境を形成するとともに、自然とのふれあいや広域的なレクリエ

ーション活動などの場を提供するため、地域の自然や歴史、産業などの特色を生かした大規模な公

園の整備を進める。

②街角ふれあい公園の整備

住民の休養、散歩、コミュニケーションの場としての利用など、快適な生活空間を提供する街角

等の身近な公園の整備を促進するため、市町村が行う公園整備に対し支援する。

４ 自然とのふれあいの場の保全・創造

（１ 「八ヶ岳環境と文化のむら」の運営【みどり自然課】）

平成６年11月にオープンした「八ヶ岳環境と文化のむら」は、八ヶ岳南麓一帯の自然環境を保全し

ながら、自然とのふれあいを通じて、その仕組みを学習する場、さらには自然と人間との関係を見つ

め直す場でもある。

この事業では 「八ヶ岳自然ふれあいセンター」を中心とするセンター地区と八ヶ岳南麓4町村（高、

根町、長坂町、大泉村、小淵沢町）に11のスポット地区を設けている。

センター地区では、大画面映像や展示パネル等により自然環境に関する情報と学習の機会を提供し

ており、自然観察路や園地では豊かな自然を実体験することができる。

また、各スポット地区では、八ヶ岳の動植物や歴史文化遺産などとのふれあいを通して、この地域

固有の特色ある自然を体験できる。

利用者は、センター地区で得た情報と体験を生かし、それぞれの興味に応じたスポット地区を訪れ

ることにより、古来私達が自然との深いかかわりあいの中で、日常生活や社会活動の場で様々な恵み

を享受しながら暮らしてきたことを再認識し、身近な自然環境を見直し、人と自然との共生を考える

動機付けを得ることができる。

なお、平成14年度の利用者は93,435人で、平成６年11月のセンター開館から平成15年3月までの累

計利用者数は、646,628人である。



センター地区

㎡八ヶ岳自然ふれあいセンター：鉄骨平屋建 798.66

㎡園地：2,018

自然観察路：W=1.5m L=1,270m

スポット地区

①水と風切の里（高根町清里）

②清流と飛瀑の里（高根町清里）

③星空・青空集いの里（高根町清里）

④体験農場と清流の里（大泉村西井出）

⑤泉ライン名水と野鳥の里（長坂町小荒問、大泉村谷戸）

⑥トチとミズナラと歴史の里（大泉村谷戸、西井出）

⑦オオムラサキの里（長坂町日野）

⑧ふるさと歴史公園（小淵沢町上深沢）

⑨すずらん池と水辺の里（小淵沢町井詰原）

⑩大滝名水と緑の里（小淵沢町上笹尾）

馬場の里（小淵沢町下笹尾）⑪

（２）やまなし野鳥観察地の選定【みどり自然課】

山梨県は、四方を山に囲まれ、川や湖も多く、このような多岐にわたる自然環境の中には様々な野

生鳥獣が生息している。

そこで、より多くの方々に自然に親しみながら、野生の鳥や動物との共生や保護への関心を高めて

もらうことを目的として 「第８次鳥獣保護事業計画」の中で 「やまなし野鳥観察地」の整備を行う、 、

こととし、広く県民から適地を募り、応募のあった中から15箇所を選考し、山梨県自然環境保全審議

会に諮問し、答申を受け、平成10年３月20日決定した （表2-1-7）。

○ 選定の基準

野鳥が多く生息する場所で、次の条件を満たす場所

・野鳥を観察しやすい場所

・周辺に駐車場や歩道等があり、交通の障害とならない場所

・野鳥観察が安心してでき、出入りが自由にできる場所

・指定をしても野鳥の保護に支障がない場所

・原則、私有地を含まない場所

・観察の所要時間が３時間程度以下の場所

・各地方振興事務所管内ごとに１箇所以上を指定

やまなし野鳥観察地として選定した15箇所とともに、既設の野鳥観察地を記載したガイドマップを

作成して広く一般県民に周知するとともに、各野鳥観察地には、案内板を設置した。



表2-1-7 やまなし野鳥観察地

番号 指 定 場 所 観 察 ポ イ ン ト
１ 武田の杜（武田神社周辺） 武田神社～竜が池～若宮神社～竜華山頂（休息小屋）～

（甲府市） 護国神社～武田神社
２ 貢川及び荒川との合流点 西原橋～新田橋～新貢川橋～貢川橋～貢川・荒川合流点

（甲府市）
３ 西沢渓谷入口周辺 三富村営駐車場周辺～西沢山荘～二俣吊橋

（三富村）
４ 乙女高原 塩平～乙女高原グリーンロッジ

（牧丘町）
５ シルクの里公園周辺 郷土資料館～山之神展望台

（豊富村）
６ 四尾連湖 四尾連湖周辺

（市川大門町）
７ 三郡橋周辺（釜無川と笛吹 富士川大橋～土手道～高田～三郡橋～対岸土手道（復路も同

川合流地域 （増穂町、市 じ） 注：対岸土手道から富士川大橋へは通行不能）
、 、 ）川大門町 甲西町 鰍沢町

８ 精進湖パノラマ台 パノラマ台下～パノラマ台
（上九一色村）

９ 県立なかとみ青少年自然の 県立なかとみ青少年自然の里～富士見山林道～句碑の里
里周辺 （中富町）

１０ 井富溜池、飛沢溜池周辺 甲斐大泉駅～井富溜池～井富湖から松通り～飛沢溜池～甲斐
（大泉村） 大泉駅

１１ 「フレンドパークむかわ」 「フレンドパークむかわ」～林道～石空川沿い
周辺 （武川村） （復路も同じ）

１２ 山中湖 山中湖役場前湖畔一帯 ママの森～平野
（山中湖村）

１３ 河口湖 （河口湖町、勝山 シッコゴ公園 大石公園付近及び奥河口湖
村、足和田村）

１４ 三ツ峠（旧御坂峠口） 三ツ峠登山口（旧御坂峠）～三ツ峠山頂（復路も同じ）
（ 、 ）河口湖町 西桂町

１５ 大野貯水池 大野貯水池及び周辺
（上野原町）

（３）水辺環境の整備【治水課・砂防課】

河川は、単に治水・利水の機能を持つ施設としてだけではなく、豊かな自然環境を残し、うるおい

のある生活環境の舞台としての役割が、期待されるようになってきている。

このため、水と親しみ、憩いの場となる空間整備や、植生や自然石を用いた護岸づくり、魚がのぼ

りやすい魚道、桜などを植樹した堤防、散策路の設置など、水とふれあい周辺の環境や生態系に配慮

した「多自然型川づくり」に取り組んでいる。

また、PI手法を取り入れた都留市の菅野川、市街地を流下する河川の自然再生を目的とした甲府市

の相川、中学生とのフリートークにより河川整備へと発展した八代町の浅川等地域の意見を多く取り

入れた河川空間の整備を進めている。

また、土砂災害対策として砂防事業を推進しているところであるが、砂防工事は、川の上流域山中

において工事が行われており、本来自然環境を保全すべき工事が自然環境の改変につながらないよう

留意しなければならない。



本県は景観にも優れ、貴重な動物が存在するなど自然環境が優れている地域が多いため、良好な自

然を後世に残すことが求められている。同時に、快適な水辺環境作りとして周辺環境（動物、魚類、

植生、人、生活、環境）に配慮した砂防施設の整備が要請されている。

そこで 「山梨県渓流環境整備計画書」に基づき、砂防環境整備事業、土木施設景観形成事業等に、

より、堆砂敷の渓畔林の活用（みどりの砂防ゾーン 、人々が集える砂防施設の創造、歴史に残る砂）

防施設の保存と活用、周辺環境と調和した「砂防学習ゾーン」の整備など、自然環境を後世に伝える

ため”自然と共生できる砂防”をテーマに砂防事業を推進していく。

（４）富士五湖の静穏の保全【大気水質保全課】

富士五湖地域は気候・風土、自然景観などが優れており、日本の代表的な観光地、保養地として発

展してきた。その清らかな湖水、自然とふれあえる湖畔、そして何よりも自然の静けさが人々を魅了

してきたからである。この貴重な財産を保全し、後世に残していくことは我々の責務であり、また、

その活用について今後とも必要な調整を図り、多くの人々が快適に自然を利用できるようにすること

が必要である。

このような中、昭和60年頃から、モーターボート等の騒音苦情が数年来引き続き寄せられ、保養地

に不可欠の静穏な環境を著しく阻害するなど環境資源、観光資源としての基盤をも揺るがすことにな

ってきた。

このため、静穏の保全を目的とした「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を昭和63年12月

22日に制定し、平成元年４月１日から施行した。

この条例は、次の四つの柱で構成されている。

①航行の制限

船舶安全法で検査が必要な動力船は航行制限時間（午後９時から翌日の午前７時までの時間、た

、 ） （ 、だし 河口湖では７月１日から９月15日までは午前６時まで に航行してはならないこと ただし

公用、災害時、祭礼、漁業その他知事が許可した場合を除く 。）

②船舶の届出

富士五湖で船舶を航行させようとする所有者は、騒音防止方法（対策）等必要な事項を記載した

届出書に船舶検査証の写しを添え、山梨県知事に事前に届け出なければならないこと。

また、届出を受理した時には届出済証を交付するので、見やすい場所に表示すること。

なお、現在、航行船舶の届出等の手続については、富士五湖を有する関係町村で行っている。

③規制基準の遵守

船舶の航行時の騒音が規制基準（航行中の船舶の騒音が湖畔で５秒間以上連続して70デシベル）

を超えてはならないこと。

④富士五湖環境監視員

富士五湖の静穏の保全についての指導、啓発を行うため監視員を設置すること。



表2-1-8 富士五湖航行船舶届出状況表（届出町村別）

５ 環境に配慮した農村の整備【耕地課】

（１）地域環境整備事業

この事業は、多種多様な野生生物が生息する農村地域において、農業用用排水路や農道等の農業生

産基盤及び農村生活環境基盤の整備を生態系の保全に配慮しながら行うことで、多様な生物と豊かな

環境に恵まれた農村空間（エコビレッジ）を形成するために実施している。

また、多種多様な野生生物が生息できる空間（ビオトープ）の保全、回復を図るとともに、そうし

た空間のネットワ－ク化を図っていくことも目的としている。

平成14年度には、今川地区（田富町、昭和町、玉穂町）で事業を実施した。

（２）地域用水環境整備事業（地域用水環境整備型）

農村地域は豊かな自然に恵まれ、潤いとやすらぎに満ちた空間を形成している。その中で農業水利

施設の多くは地域の自然環境・生活環境に調和した保全管理がなされ、地域の景観の形成、親水の場

の提供、生活用水の供給等多様な役割を果たしてきた。

しかしながら、農村の都市化及び混住化の進展に伴って、動植物の減少、水質の悪化、親水機能の

低下といった問題が生じたため、景観の保全や生態系の回復を求める声が農村部に限らず都市部の住

民からも高まってきた。

こうした背景から、農村地域に存在する水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保全整備を行うと

山中湖村 河口湖町 勝山村 足和田村 上九一色村 下部町 合　計

237 277 12 53 12 0 591

県内 111 331 3 9 20 0 474

県外 2,161 6,886 560 247 191 42 10,087

小計 2,272 7,217 563 256 211 42 10,561

2,509 7,494 575 309 223 42 11,152

35 51 1 10 2 4 103

県内 156 155 1 3 180 4 499

県外 3,778 2,000 345 224 2,630 280 9,257

小計 3,934 2,155 346 227 2,810 284 9,757

3,969 2,206 347 237 2,812 288 9,859

272 328 13 63 14 4 655

県内 267 486 4 12 200 4 925

県外 5,939 8,886 905 471 2,821 322 17,967

小計 6,206 9,372 909 483 3,021 326 18,892

6,478 9,700 922 546 3,035 330 21,011
（平成15年3月31日現在）
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ともに、それが有する水辺空間を一体的に活用することで、豊かで潤いのある環境を創造することを

目指している。

平成14年度実施地区はないが、平成15年度から新たに１地区の実施を予定している。

（３）農村自然環境保全整備事業

農業農村は、食料供給はもとより、保健休養、県土・環境・景観保全等の多面的な機能、役割を担

っている。

しかしながら、近年、生産効率の悪い農地の作付け放棄など様々な問題が生じている。

このため、自然に優しい農法を展開していくための条件整備や農地の遊休地対策とともに、農道、

農業用排水路、ため池などにおいて、自然生態系の復元・動植物生育環境の自然再生整備など、自然

形態の保全に配慮した整備を行うことにより、環境首都やまなし実現の一環として、自然にやさしい

農業・農村を実現することに取り組んでいる。

平成14年度には、４地区（勝沼町、韮崎市、河口湖町、道志村)）で団体営県単事業として実施し

た。


